
�� �の�権���の�現に向けて

県担当課（室） 政策企画総局 財政課 市町村課
����の現状と課題�

《平成２３年度国予算の内容》
◇ 地域の自由裁量拡大のため，「地域自主戦略交付金」を創設(5,120億円)

《国の出先機関原則廃止に向けた「アクション・プラン」》
◇ 出先機関の事務・権限を「ブロック単位」で移譲することを推進（P1)

《民主党の政権政策 Manifesto2009,2010》
◇ 地域主権
・国と地方の協議の場を法律に基づいて設置(2009：P19)
・2011年度に投資への補助金を一括交付金化(2010：P18)

《現状》
■ ４月２８日に，国と地方が政策の企画立案時から対等なテーブルにつき，協議
することを義務付けた「国と地方の協議の場に関する法律」など３法が成立した。
一方関西では，昨年12月，地方自治法に基づく特別地方公共団体「関西広域連合」
が設立され，国の出先機関の受け皿整備がなされている。

■ 今年度，都道府県向けの投資関係補助金等の「一括交付金化」が実施され，
平成24年度は，第二段階として，市町村分を含め，総額１兆円強の規模となる
見込み。

《課題》
◆ 震災からの復興・復旧に向けた取組み，国の出先機関改革，社会保障と税の

一体改革など山積する課題に，国と地方が対等なテーブルにつき，迅速かつ
効果的に推進するには，早急に「国と地方の協議の場」を開催し，
「実効性」のある仕組みを構築する必要がある。

◆ 「地域自主戦略交付金」は，初年度，総額の９割程度が継続事業分として
一次配分されたが，全国一律で大幅に削減されており，同交付金の目的と
される「地方の自由裁量の拡大」とは反対の結果となっている。

また，補助金適正化法の対象とされ，会計検査など，国の関与が残された
制度となっており，地方の自由度がどこまで確保されるか懸念される。

平成 24年度政府予算編成に向けて

����の政策���

《���内容》

� 「国と地方の協議の場」���に���，例えば，震災からの復旧・復興対策，
国の出先機関改革，高速道路料金の地域間格差是正など「�年度の協議���」
����，����度��する��「������」するとともに，
��������て，「���」の�る����，地方と�に��する�と�

� 「�����」の�度��，��２�年度��の����の��に�た�て�，
�����の������，地方の�����に����，「地方の自�度」の
��に�する�度���する�と�
・������������すること。
・「地域�����の��」���に���た��を行うこと。
・地方の実情に応じて機動的に活用できる「自�度の��」���とすること。

主管省庁局名 内閣府地域主権戦略室

関 係 法 令 等 地方自治法，国と地方の協議の場に関する法律
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１ 国と地方の協議の場の��な開催を！

■国と地方の協議の場に関する法律 平成２３年４月２８日成立、５月２日施行

○協議対象（第３条）

・経済財政政策、社会保障政策、教育、社会資本整備に関する政策

○招 集 等（第４条） ・議長が協議の場に諮って定める回数招集

○分科会（第５条） ・特定事項に関する調査研究の実施

��① 「協議の場」を��「開催」！

テーマに応じ、
「分科会」を設置

運営する仕組み
づくりから「地方
の意見」を反映し、
「実効性」のある
「協議の場」を

○「東日本大震災」からの復旧・復興

○月１回程度、毎月第 ○ 曜日開催など

○社会保障と税の抜本改革

��②

○国の出先機関改革

�開催の定例化�

・国と地方の役割分担、地方行財政・税

例えば

定例化

○高速道路料金の地域間格差是正

構築！

など、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるもの

�協議対象の��化�

 

一括交付金化の「第二段階」として、市町村向けの補助金に対象を拡大（総額１兆円規模）

平成24年度

課題① 「安全・安心の推進」、「切れ目のない経済雇用対策」が地方の喫緊の課題

→��① 「�要な総額」をしっかり�保する�と

課題② 財政力の弱い自治体、社会基盤整備の遅れた自治体など、地域間格差の是正
→��② 「�進地特例に�る���」など、�行の�組みの���もと�り、

「社会資本整備�」など、「�たな��」を�え、�分を行��と

課題③ 地方の知恵と工夫が活かせる制度設計
→��③ 年度間事��の��に計��・�力�に対応��る��、

「基金�の��」を��とする�と
�た、事���の��に�いて�、「国の関�」が���となる��

��する�と

�に「地方が自�に�える交付金」として制度を��

� �要な総額を�保した��、地方の自�度を��る一括交付金を！
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4� 地方の自主財�の��に��て

県担当課（室） 財政課，税務課，市町村課
����の現状�課題�

（Ｐ ）《財政運営戦略》 10
◇ 中期財政フレーム（ ～ 年度）23 25
・地方の一般財源総額については，実質的に 年度の水準を確保する。22

《平成２３年度国予算の内容》
◇ 地方の一般財源総額 兆円（前年度比＋ 兆円，＋ ）59.5 0.1 0.1%
・地方交付税 兆円（前年度比＋ 兆円，＋ ）17.4 0.5 2.8%

※別枠加算 兆円（税制抜本改革時まで継続，金額は毎年度決定）1.3
・実質的な地方交付税 兆円（前年度比△１兆円，△ ）23.5 4.3%

《現状》
■ 平成２３年度の地方財政への対応においては，地方税の伸び，地方交付税の増
額などにより，地方の一般財源総額は確保された。

本県２３年度当初予算においても，２２年度並の一般財源が確保できた。

■ しかし，本県においては，平成１６年度以降の地方交付税の大幅削減により，
職員数の大幅削減や臨時的な給与カットを行うなど，まだまだ厳しい財政運営を
強いられている上，社会保障関係費の自然増や依然続く厳しい経済・雇用情勢に
対応していくため多額の経費が生じている。

■ 景気の先行きは予断を許さない状況であり、今後の国税や地方税収入の確保が
懸念される。

《課題》
◆ 真の分権型社会確立のためには，安定的な地方の自主財源総額確保策が必要で
ある。

◆ 中期財政フレームにおいて，地方交付税が基礎的財政収支対象経費とされてお
り，必要な地方の一般財源総額確保の制約要因とならないか懸念される。

◆ 社会保障と税の一体改革における地方消費税の取扱いが懸念される。

平成24年度政府予算編成に向けて

����の政����

《具体的内容》
� 地方交付税に��て�，���総�����，��の����������

地方交付税については， ，自治体の財政運営の予見性向・ 財�����の��
法�税�の���� ���算の�� ��的�総����上のため， や により，

を講じること。

・ 地方交付税の配分については， の観点から，財政力の弱い自地������
治体に重点配分するしくみを拡充するなど，より一層， す財政�������
ること。

� 地方税に��て�，税����的�地方税体�の��に�������
�����税の�体�� 地方の�� 地方の���特に， に当たっては， の下，

を十分踏まえ，制度設計を行うこと。��，�度運営の��

主管省庁局名 総務省自治財政局・自治税務局
関係法令等 地方交付税法，地方税法
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※地方交付税（繰入）＝法定率分＋一般会計加算分

既往法定分等＋別枠加算分

1029

1005

982

947

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

急増する社会

保障関係経費

約５３兆８千億円

約５４兆５千億円
（７千億円増）

▲６，９７７
億円

社会保障関係
経費等の増加

地方交付税(繰入)
１７兆９４５億円

地方交付税(繰入)
１６兆３，９６９億円

２２年度 ２３年度 ２４年度

７０．９兆円 ７０．９兆円 ７１兆円

地方交付税

総額確保の

制約要因？

中期財政フレームと地方交付税

消費税と地方財政の状況

■社会保障関係経費の状況

■基礎的財政収支対象経費の状況

徳島県（県分＋市町村分）の社会保障関係経費（一般財源ベース）の将来推計

※２２年度当初予算をベースに「経済財政の中期試算」の経済想定等により推計

（億円）

 　地方は、社会保障給付に対する応分の負担に加え、地方独自のサービスを含め、医療・
介護・保育など雇用創出効果の高い現物給付を担っており、地方消費税の引き上げ等によ
る安定財源の確保が不可欠。

　中期財政フレームの「基礎的財政収支対象経費」の大枠７１兆円が、平成２４年度以降
交付団体の地方交付税総額をはじめとした一般財源確保の制約とならないか懸念される。

0
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地方公共団体への寄附金に係る税控除制度の充実について

県担当課（室） 政策企画総局
【徳島県の現状と課題】

《民主党の政権政策(Manifest2010)》（P21）
◇ 39.ＮＰＯ税制の見直し

《民主党政策集(INDEX2009)》（P21）
◇ 税制

《現状》
制度の改正状況等

■ 所得税法等の一部を改正する法律（平成22年4月1日施行）
・平成22年分以後の所得税について，寄附金控除の適用下限額を５千円から２千
円に引き下げ

■ 平成23年度税制改正大綱(平成22年12月16日)
・平成24年度分以後の個人住民税について、寄附金税額控除の適用下限額を５千
円から２千円に引き下げ

・寄附金控除の年末調整化について，源泉徴収義務者の負担や不正行為防止の必
要性を踏まえ，源泉徴収義務者等の意見を聴取しつつ，実務的・技術的な観点
から実施可能であるかどうかを検討

《課題》
◆ 「ふるさと納税制度」は，所得税と個人住民税の両方から寄附金控除を受ける

ためには確定申告が必要であることや，自己負担が発生することなどが，利用拡
大を妨げる一因となっている。

◆ 法人からの寄附金については，「全額損金算入」という優遇措置が講じられてい
るものの，個人の場合と同様に「自らの税の使い道を自ら選択できる」制度の創
設が求められている。

◆ 大規模災害発生時には，被災地方公共団体に対して多額の義援金が寄せられる
ことから，被災自治体への寄附者の善意を税制面で支援するため，寄附金控除制
度のさらなる拡充が望まれる。

＜参考＞ 宮崎県寄附実績 H21年度： 15件 3,988,500円
H22年度：4,570件 153,054,191円

平成 24 年度政府予算編成に向けて

【徳島発の政策提言】

《具体的内容》

納税者の意思をさらに反映できる制度とするため，地方公共団体への寄附金に係
る税控除制度の充実に寄与する次の措置を講じること。

① 個人の地方公共団体への寄附金控除について，給与所得者の年末調整の対象に
「寄附金控除」を追加するとともに，２千円の適用下限額を撤廃し，ふるさとを
想う納税者の利便性を向上する制度とすること。

② 法人の地方公共団体への寄附金控除について，現行の「全額損金算入」という
優遇措置に加え，法人住民税に「税額控除」を導入するなど，寄附を促進する制
度とすること。

③ 大規模災害発生時における被災地方公共団体に対する寄附金については，税額
控除額の算定における個人住民税所得割の額の１割の限度額を２割に引き上げる
など，より寄附者の善意を反映できる制度とすること。

主管省庁局名 財務省主税局，総務省自治税務局
関 係 法 令 等 所得税法，地方税法

47
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納税者の意思をさらに反映できる制度に！

平成22年4月1日
「所得税法等の一部を改正する法律」施行

・所得税の寄附金控除の適用下限額を
５千円から２千円に引き下げ

平成20年4月30日
「地方税法等の一部を改正する法律」公布

「ふるさと納税制度」の実�「ふるさと納税制度」の実�

この制度を活用し、「本県ゆかりの県外在住者」

や「法人企業」を対象に広く寄附金を募集

平成22年12月16日
「平成23年度税制改正大綱」閣議決定

・個人住民税の寄附金控除の適用下限
額を５千円から２千円に引き下げ

・寄附金控除の年末調整化を検討

制度の経緯

ふるさと徳島に
35,000円寄附

＜H23�度税制改正�の制度�

控除額計 33,000円
（実質負担額は2,000円）

所得税 6,600円

個人住民税26,400円

寄附

控除
（����）

徳島を想う
阿波太郎さん

課税総所得
約500万円

個人住民税額
50万円
（所得税率20%）

���所得者の����の対象に「寄附金控除」を��
��円の��負担の��

�法人の�������の寄附金に���、法人住民税 の「税額控除」の��

�大規模災害発生時、個人住民税の��控除の限度額を�割から�割に�き��

提 言

課 題

寄附金控除を��る��には、�������
��円の��負担�発生�る
法人に����、個人と��に「�らの税の���
を�ら��できる」制度の�����ら���る
大規模災害発生時には、�災����の寄附者の
�意を税制�で���る������で�る

寄附

控除
（����）

ふるさと徳島に
35,000円寄附

徳島を想う
阿波太郎さん

課税総所得
約500万円

個人住民税額
50万円
（所得税率20%）

控除額計 35,000円
（実質負担額は0円）

所得税 7,000円

個人住民税28,000円

（通常時）
寄附金限度額（1割）＝約5万円

（大規模災害発生時）
寄附金限度額（2割）＝約10万円

株式会社○×
ふるさと徳島に
寄附しよう！

法人住民税から
税額控除

制度の改正状況

個人からの寄附を��個人からの寄附を��

法人からの寄附を��法人からの寄附を��

大規模災害時の寄附を��大規模災害時の寄附を��
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�� 地����エネルギー政策の推進に��て

県担当課（室）環境首都課
����の現状�課題�

《新成長戦略》
◇ 再生可能エネルギーの普及拡大支援策等を通じて日本の経済社会を低炭素型に

革新（P16）
《平成２３年度国予算の内容》

◇ 再生可能エネルギーの導入拡大 （経済産業省:H23予算43,000百万円）
（ ）◇ 産業・民生部門への省エネ設備等導入支援 経済産業省:H23予算57,800百万円

◇ クリーンエネルギーの導入加速化 （経済産業省:H23予算33,100百万円）
《民主党の政権政策 》Manifesuto2010

◇ グリーン・イノベーション（P4）
・再生可能エネルギーを全量買い取る固定価格買取制度の導入と効率的な電力
網（スマート・グリッド）技術開発, 普及

・地球温暖化対策税を活用した企業の省エネ対策などを支援

《現状》
■ 電力の供給源は，地域的に偏在する火力，水力，原子力などの発電所に依存し
ており, 太陽光や風力など再生可能エネルギーの活用が求められている。

■ 本県ではとくしま新成長戦略(ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ)推進事業により, 企業の太陽光
発電などの導入を積極的に支援している。

《課題》
◆ 東日本大震災を教訓に「再生可能エネルギーの導入」を加速させ，地域ごとの

����業�に�る����エネルギー�エネルギー自給率を向上させるため、
が必要である。�の��に関する����法�の��成�

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政策���

《���内容》

東日本大震災を踏まえ， ，地域にエネルギーの�������対策の����
����エネルギーの������� 地�豊富に存在する太陽光や風力など, ，

ための施策を早急に講じること。のエネルギー自���向���る

を進めるため, な① ��������の����エネルギーの�� ���ー�ー
ど, 地域における発電施設の整備のための支援の充実を図ること。

家庭や工場等における, 再生可能エネルギーの導入や省エネ施設の設置を推進②
するため, すること。��府��地�の��に��て����る基����

地域レベルで電力利用の効率化を実現するため, 電力の需給バランスを調整す③
る すること。���の�������ー���������に��

主管省庁局名 総務省自治行政局，経済産業省経済産業政策局・産業技術環境局・

資源エネルギー庁，環境省総合環境政策局・地球環境局

関 係 法 令 等 エネルギー政策基本法，エネルギーの使用の合理化に関する法律，

地球温暖化対策の推進に関する法律
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再生可能エネルギーを活用した安全な地域づくり再生可能エネルギーを活用した安全な地域づくり

地域分散型

エネルギー
（再生可能エネルギー）

供給源の確保

地域ごとの

エネルギー

自給率を

高める

地域的に

偏在している

発電所に依存

現 状 手手 段段 目目 的的

提 言

①地域におけるメガソーラー，風力発電などの整備に対する

国の支援の充実強化

②事業者等が行う再生可能エネルギーの導入等を

都道府県が支援できる基金の創設

③地域レベルで電力利用の効率化を実現するため，

スマートグリッドを早期に構築

施設建設費の補助

リチウムイオン電池に
よる蓄電設備の整備

電力の需給バランスを調整し，電力の安定供給を実現

ＬＥＤ照明をはじめ
とした省エネ設備

創エネ

省エネ

公有地を活用した発電施設
の整備をモデル事業として

バックアップ

くらしの安全・安心を守るため，

太陽光発電を家庭に整備

中山間地の
小水力発電
を活用した
地域再生

災害に強い災害に強い
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�� �温��������策�の推進に��て

県担当課（室） 環境首都課
����の現状�課題�

《新成長戦略》
◇ 再生可能エネルギーの普及拡大支援策等を通じて日本の経済社会を低炭素型に

革新（P16）
《平成２３年度国予算の内容》

◇ 地球温暖化対策の税は，制度創設されたが，「地方財源の確保・充実する仕組
み」は平成２４年度実施に向け更に検討（H23税制改正大綱）

◇ 電気自動車等及び充電設備等を設置する者に必要な経費の一部を補助
（経済産業省:H23予算29,100百万円）

《民主党の政権政策 Manifesuto2010》
◇ グリーン・イノベーション（P4）
・地球温暖化対策税を活用した企業の省エネ対策等を支援・エコカー普及支援

◇ 規制改革（P4）
・再生可能エネルギーの普及拡大に向けた発電施設等にかかわる規制の見直し

《現状》
■ 再生可能エネルギーの導入には煩雑な事務手続きが必要であり時間がかかる。

・小水力に関しては，農業用水や水道用水など，既に水利使用の許可を得ている
水を利用し，小水力発電を行う場合でも，水利目的が異なるため，改めて発電
水利使用の許可が必要である。

・太陽光に関しては，２０ｋｗ以上であれば，技術者の選任や規程の届出等の手
続きが必要である。

■ 地球温暖化対策では地方においても，予算面で国と同等以上の事業を実施する
とともに，より住民に密着した施策を講じている。

《課題》
◆ 低炭素社会実現の柱である

・「再生可能エネルギーの導入」を加速させるためには，規制緩和が必要である。
・「電気自動車の普及」を促進するためには，急速充電設備の設置が必要である。

◆ 地域の実情に応じたきめ細やかな地球温暖化対策が縮小される懸念がある。

平成 24年度政府予算編成に向けて

���発の政策���

《��的内容》
� ���可�エネルギーの地産地���推進し，地�の��・��化や地�での
�用�出��るため，��可�エネルギー��の�に規���等�行���。

・ 農業用水利等を活用する「小水力発電」が円滑に進むよう規制緩和を図る
こと。

・ 事業者用の「太陽光発電」の導入を促進させるため規制緩和を図ること。
・ 観光振興，地域振興を進めるため，レンタカー事業者に限り，太陽光発電

とリチウムイオン電池による蓄電システムがセットとなった急速充電設備の
設置及び電気自動車等の購入の際には，補助率の嵩上げを行うこと。

� 地球温暖化対策に関する地�財源の��・��に�た�ては，地�が�たす�
����した�����現する��。

・ 地域の実情に即した効果的な地球温暖化対策を強力に推進できるよう，
国の地球温暖化対策のための税収と同額を地方財源とすること。

・ 地方公共団体への配分に当たっては，ＣＯ２の主要な吸収源である森林面
積や地方の中核を占める中小企業の割合等を加味すること。

主管省庁局名 総務省自治行政局・自治税務局，財務省主税局，経済産業省経済産業政策局・産業
技術環境局・製造産業局・資源エネルギー庁，国土交通省河川局，環境省総合環境
政策局・地球環境局

関 係 法 令 等 エネルギー政策基本法，エネルギーの使用の合理化に関する法律，電気事業法，
河川法，地球温暖化対策の推進に関する法律
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①「小水力発電」

◆許可には，手続きに時間と

手間が。

②「太陽光発電」

◆事業者用（２０ｋｗ以上）の場合，

手続きが煩雑。

●「地球温暖化対策のための税」

平成23年10月1日から実施。

●「地方財源を確保・充実する仕組み」

平成24年度実施に向け成案を

得るべく更に検討。

地域の実情

にあった

制度設計

の構築

平成23年度税制改正大綱

地方が果たす重責を

最大限考慮

①国の税収と同額を

地方財源に。

②森林面積や小規模企業

の割合を加味。

規制緩和

①農業用水利等に従属する

「小水力発電」水利

◆河川法の許許可可かからら届届出出にに

変更を。

円滑な導入に向けて

③「急速充電設備」「電気自動車」

◆急速充電設備は１／２を補助

電気自動車は同種の自動車との

差額の１／２を補助。

②１００ｋｗ未満の「太陽光発電」

◆事事業業用用かからら一一般般用用にに変更を。

支援強化

③レンタカー事業者による

「急速充電設備」「電気自動車」

◆太陽光発電＋リチウムイオン電池

がセットの場合には，

補補助助率率のの嵩嵩上上げげをを。

地域活性化

雇用の創出

観光振興

地域振興

きめ細やかな

温暖化対策

賦存量はあるが

開発が

進んでいない

地方では

国以上の

対策を実施

全量固定価格買取

制度の創設に備えて

発電された

再生可能エネルギー
を観光客・県民にＰＲ

現状は，

提提言言１１ 再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの導導入入促促進進

提言２ 地球温暖化対策のための地方財源の確保・充実
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�� �����の�害��及び狩猟�の�保��に��て

県担当課 自然環境課，農村振興課，西部総合県民局
����の現状�課題�

《平成２３年度国予算の内容》
◇ 国立公園等における大型獣との共生推進費

（環境省 平成２３年度政府予算案 ７６百万円）
◇ 鳥獣保護管理に係る人材育成事業費

（環境省 平成２３年度政府予算案 ４２百万円）
◇ 鳥獣被害防止総合対策交付金

農林水産省 平成２３年度政府予算案 １１，２８３百万円）（
（ ， ）うち緊急対策枠 １０ ００１百万円

《現状》
剣山周辺地域をはじめとする高標高域におけるニホンジカの生息数が急増して■

おり,希少植物及び自然林への食害被害が深刻化している。
■ 狩猟者の高齢化や狩猟者数の減少が顕著となっている。
■ H21年12月の「銃刀法」の改正により,射撃技能に関する講習や猟期前射撃練習
などが追加され,狩猟者の負担が大きくなり,狩猟者が減少している。

《課題》
◆ 従来の捕獲方法に代わる効率的な捕獲方法の開発が必要である。
◆ 狩猟者の確保・育成を図る必要がある。
◆ 効果的・効率的な捕獲を推進するため, 関係法令の規制緩和が必要である。
◆ 農作物被害が増加しており, なお一層の対策の強化が必要となっている。

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政����

《���内容》
� 剣��������め�する����の�林生��の保全��るため,����

�の�������法の����等����������た����業���す
。る���に,����業����に��するため,関係法令の���������

鳥獣保護法第38条に規定する日出前及び日没後における狩猟の制限及び銃刀法
第10条の7に規定する消音器等の所持禁止について,効率的な個体数調整捕獲を推

自�����する��に��て���に���������等に�進するため,
�て�, ����及び猟銃�の���の取��け����する��������
�。

� 狩猟�の������,狩猟�の安���保��るため,銃�所持���の��
に関する���������。

銃刀法第５条の５に規定する猟銃の操作・射撃技能に関する講習及び第１０条
猟��に��て��������の�の２に規定する猟期前射撃練習について,

���け, ���������害鳥獣��等����て�る狩猟�に��て�,
��する���������。�た�法���の２に��する��の���の�
�の��化に��て���の����る��。

鳥獣被害対策については, 長期的視野に立ち被害の動向を把握しながら取り組③
現�の����鳥獣被害������て����る予算む必要があることから,

����保する��。
��主併せて, ニホンジカの対策には, 広域的な連携が重要であることから,

�する取���に��て ��������する��。,

主管省庁局名 環境省自然環境局,農林水産省生産局,警察庁生活安全局
関 係 法 令 等 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律, 銃砲刀剣類所持等取締法

鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
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・銃刀法の改正による銃器所持者の負担が増加

シャープシューティング

��１．個体数調整�����の��

��２．規制（鳥獣保護法・銃刀法）の
　　　　　緩和

１．現状
 　銃器による一斉捕獲や囲いわな等
による捕獲を実施しているが、剣山山
系等の高山域では、もっと効果的な捕
獲が必要

新たな施
策推進

１．ニホンジカに対して��の�
    �を��とした��捕獲実施
２．�害捕獲や個体数調整捕獲
　　��の���ン����
３．大規�な捕獲��による捕獲
　　技�の��

�体的��

�����をさらに効果的に実施するた
�に規制緩和が必要�

・鳥獣保護法の規定では効果的な捕獲に支障

■銃猟の時間規制
　日没後から日の出前までの時間
帯における狩猟の禁止（法第３８条）

　規　制　緩　和

ニホンジカが最も
出没する時間帯
の捕獲ができな
い

日没後の狩猟も�能
��し���
��に限る�

■猟銃の操作及び射撃技能に関
する講習の実施が課される（法第５
条の５）

■狩猟前の射撃練習が課される
（法第１０条の２）

■医師の診断書の添付の義務化
（法第４条の２）

■消音器等の所持の制限
（法第１０条の7）

○銃刀法の
改正により、
銃器による狩
猟者の更新
時の負担が
増大。
　高齢化に加
えて狩猟者の
減少に拍車

�害捕獲��者や個体数調
整��者に限り、��する

○効果的な捕
獲を阻害する

�����に限り、制限の
���とする

ニホンジカの�作�被害金額

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21

千円
（１）  H23年�の被害対策の効果が
    現れるのか、��的に��する
    必要が�る。
    ���、H23の��規�を��す
    必要が�る。

��３．鳥獣被害�止��対策�付金の
　　　　　��の�保

（２） �域・���域を�えた�り�
   �が、ますます�要になる。
　 �が��し、��を策定する��
   域��を�ける�と。

　　＜今までも対策を講じていた＞
　生息域が急激に拡大
　被害金額も５年で約１０倍

・効果的な個体数調整捕獲の実施により
・徳島ならではの豊かな自然を守り
・人と野生鳥獣が共生する社会を構築
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�� 過疎地域の��について

県担当課（室） 地方主権推進課

����の現状と課題�

《新成長戦略（「元気な日本」復活のシナリオ）》

◇観光立国・地域活性化戦略（P25）
・離島・過疎地域等の条件不利地域の自立・活性化の支援を着実に進める。

《平成２３年度国予算の内容》

◇ 地域圏の人口減少化に歯止めをかけ，改革を推進する受け皿を整備するため，
「定住自立圏構想」及び改正過疎法を踏まえた過疎対策を推進。

《民主党政策集(INDEX2009)》

◇ 地域を再生させ，活気に満ちた地域社会をつくる（P8, 9, 40）
・過疎地などを活性化して，地方の暮らしの安心を取り戻します。
・過疎地などのコミュニティを再生・強化します。
・過疎地域にふさわしいインフラ整備やコスト軽減に資する施策を推進します。

《現状》
■ 過疎地域の振興を図っていくため，過疎債の対象範囲が，生活交通や地域医療

の確保など，住民の暮らしに必要なソフト対策に拡大され，その活用が図られて
いる。

■ 過疎地域をはじめ，地域のにぎわいづくりや活性化を図っていくため，県・市
町村が一体となり，ＵＩターンなど，都市部からの移住・定住を促進している。

《課題》
◆ 厳しい財政状況の中，意欲的にソフト対策に取り組む過疎市町村については，
国のさらなる財政支援措置が必要である。

◆ 人口減少時代を迎える中，過疎地域の担い手不足を解消していくためには，都
市部からの移住を促進する「地域おこし協力隊制度」などの積極的な活用が必要
である。

平成 24年度政府予算編成に向けて

���発の政策���

《���内容》
� 過疎債の財源確保について

・ハード・ソフト両面にわたる過疎対策の充実と，安定的な取組みを実現してい
くため，過疎債の財源を十分に確保すること。

� ���対策に係る過疎債発行枠の拡大について
・住民生活に必要なソフト対策を促進するため，ソフト対策に積極的に取り組む

過疎市町村については，過疎債の発行限度額に特例措置を設けるなど，発行枠
の拡大を図ること。

� 地域�こ�����度の拡�について
・都市住民などの人材を活用し，過疎地域の担い手を確保し，移住・定住につな
げていくため，「地域おこし協力隊制度」を拡充し，短期の活動についても，財
政支援措置の対象とすること。

主管省庁局名 総務省自治行政局・自治財政局
関 係 法 令 等 過疎地域自立促進特別措置法
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�2 ��地域に�け�公共交通の��策の��に��て

県担当課(室） 南部総合県民局企画振興部，交通戦略課

����の現状�課題�

《新成長戦略 （ ）》 P17
◇ グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略

・地方から経済社会構造を変革するモデル

《平成２３年度国予算の内容》

◇ 地域公共交通確保維持改善事業 ２３年度当初 ３０５億円

《民主党の政権政策 又は （ ）Manifesto2009 2010 P18》

◇ 交通政策・公共事業

《民主党政策集(INDEX2009) （ ）》 P42

◇ タクシー行政の抜本改革と地域公共交通の活性化
・地域の公共交通の維持・再生・活性化

《現状》
南部圏域における地域公共交通機関は，行政からの支援なしには成り立たない■

「危機的な状況」にある。
このため圏域の４町では 「地域公共交通総合連携計画」を策定し，地域公共交，

通の維持・存続に向けた，主体的な取り組みを開始している。

《課題》
◆ 南部圏域各町及び徳島県においては，過疎化・高齢化が進む地域住民の生活の

移動手段の確保が必要であるが，財政基盤の脆弱な南部圏域各町及び県にとって
地域公共交通の維持のための財政負担は大きく，今後の維持・存続に展望が開け
ない状態にある。

平成 年度政府予算編成に向けて24

����の政策���

《���内容》
� ����地域公共交通��の����政��の��������

・地方自治体が第三セクター鉄道に財政支援を行う場合の，国の財政支援制度を
創設すること。

・ 地域公共交通確保維持改善事業」の充実を図ること （ 第三セクター鉄道の維「 。「
持費用についても事業対象とすること ）」

主管省庁局名 国土交通省総合政策局・鉄道局

関 係 法 令 等 地域公共交通活性化・再生法
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○ 過疎・高齢化の進展により，「��の�����である地域公共交通

の重要性は一層高まっている。
○ 地域公共交通は，「都市�地�の交��の要である。

地���� 国

病院

スーパー

一�

・「地域公共交通���������の��
������ー��の����に�いて�����に�

地域公共交通

国・地�����������地域公共交通���

��の����

地��都市の交�

学校

都市部

・地����������ー��に�������
��の，国の���������

過疎化の進�により
�������������にある

提言
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